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居合道四段・五段審査会(代替)実施について

標記について、下記要項により9月 27日 (日 )の代替審査として

実施いたしますのでご案内いたします。

記

居合道四段・五段審査会要項

期  日 令和 2年 12月 13日 (日 )13時受付

場  所 東京武道館 大武道場 (足立区綾瀬 3-20-1)
※東京メトロ千代田線綾瀬駅下車 徒歩 5分

審査方法 全日本剣道連盟居合道称号・段級位審査規則・細則ならびに実施要領による。

審査会実施にあたつての感染拡大予防ガイ ドラインによる。

審査科目 (1)第 1次審査 実技

 [塞則蓬言客患馨法菖晋亀奄する.〕

※ 演武時間は6分以内とし、正面のオLよ り計測し、正面の礼を終了し、携刀

姿勢になるまでとする。

※ 下緒装着のこと。

※ 工座が出来ない受審者にも、同じ技を立技で受審段位の最後に行います。

申込時に必ず正座不可欄にOを記入して下さい。

※ 実技審査においては面マスク等を必ず着用して下さい。

____②第2次華翻
[曇酷難籐襲錐8馨雰雪p〕

ア.学科試験解答

四 段 ①残心の必要性について書いて下さい。

②居合道試合の勝敗の決定について書いて下さい。

③初心者の指導に当たり注意すべき点を書いて下さい。

五 段 ①全剣連居合は何故制定されたかを書いて下さい.

②何故基本を重要とするか知るところを書いて下さい。

③審判員の権限と責務について書いて下さい。

イ 用紙および枚数

(ア)東京都剣道連盟が配布したA4版学科試験答案用紙を使用すること。

(イ )すべての設問 (① ,②,③)の解答を合わせて 3枚以上 5枚以内にまとめて記述す

ること。
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ウ.記述様式
フリガナ

直筆、日本語または英語の横書きとし、受験段位・受験番号・氏名・生年月日を明記す

る。なお、氏名については証書申請の字と致しますので、楷書で正しく書き、前段取得時

と氏名が変わつている方は1日姓も書くこと。また、コピーおよびワープロ等による解答の

提出は禁止致します。

とめる

工.解答上の注意事項

(ア)参考書の丸写しでなく、自分の意見も述べること。

(イ )設間と異なる解答をした場合には、不合格とするので、十分注意すること。

オ.解答の提出

解答は予め作成のうえ、審査開始前に受付へ提出する.

5.受審資格 ほ)東京都タリ道連盟の会員であること。

12)四段受著者は、平成 29年 9月 末日以前に三段を受有した者。

0五段受害者は、平成28年 9月 末日以前に四段を受有した者。

に)学科再受審者。

6.申込方法 に)居合道部会で審査料を添えT括申込むこと。
12)所定の申込用紙に四段の部・五段の部と分け所定事項を正確に記載すること。

なお、学科再受害者は再受審申込用紙に記載し、再受審証明書を添付すること。
・
  に)申込期 日は令和 2年 11月 i3日 (金)必着とする。

に)申 込先は 爵喜二贅東京都剣道連盟居合道部会

flK卜総]3東京隷台章区東上野3-2キ6-2F

7.審 査 料
申請と同時に納入願います

高齢者 (70歳以上 )

12,000円
18,500円

8.登 録 料

合格者は、支部毎に部会へ送金のこと

9.個人情報 申込書に記載される個人情報 (所属団体名、漢宇氏名、カナ氏名、生年月日、年

像薄意

へ

 馨基藝量書鷲循Ь確霧言与警f]本
剣道連盟および東京都笑1道連盟が実施する本

たお、所属団体名、氏名、年齢等の最小限の個人

情報llt必要の都度、目的に合わせ公表媒体 (IP、 掲示用紙、東京剣連だより等)

に公表することがある。

TEL(03)-5812-9633
FAX(03)-5812-9634
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合 否
審 査 員 氏 名

学 科 試 験 答 案 用 紙

受験段位 (4段 ) 受験番号 ( 1 ) 所属団体名 ( 港 )

氏名 (港   一 大 。旧姓    ) 生年月 日 (平 12.4.9)

,残心の必要性について書いて下さい。



10.服  装 面マスク等、居合道着 (つつ袖)または貪J道着、袴 (上下同色で紺もしくは黒また

は自)着用のこと.個人名の名札は取 り外 して来ること。

11_そ の 他 ほ)学科審査不合格者は、令和 3年 9月 までの間に 1回限り再受審が認められま

す。なお、それ以降の再受審は無効となりますので、ご留意下さい。

(21審査参加料払込後の返金については、 11月 27日 (金)ま でに所属団体を通じ

て理由を付 した書面 (FAX可)を東京都all道連盟あてに提出すること。

なお、返金額は本連盟の手数料 2,200円 を差し引いて四段 4,924円 、五段 6,495

円を後 日、加盟団体へ返金する。但 し、再受審者の返金は行わない。

13)主催者は、審査中の事故に対 し (審査会場への往復途上を含む)、 傷害保険にカロ

入する。なお、審査実施中、傷害発生の場合は、救護係により応急処置を講 じ、

病院等で治療を受けられるよう手配する。この場合の治療費は本人が負担する。

14)駐車場がありませんので参会者に車を使用されないようお伝え下さい。

※本審査会は、審査運営関係者および受著者のみとし、見学者は入場できません.

※本審査会では、入場時体温測定を実施し、発熱のある方 (個人差はあるが、一般的には 37.5度

以上ある者)は入場できません。また、入場時「受審者確認票」を提出して下さい。原則持参し

なかつた者は入場できません。


